
草津市役所家庭児童相談室 
「家庭相談員（育休代替）」募集要項 

１ 雇用形態 
 地方自治法による会計年度任用職員 
２ 業務内容 
 ・家庭児童相談、面談、訪問 ・ＤＶを含む女性相談 ・児童虐待対応業務 
※育休代替職員のため、人事異動により業務内容が変更となる場合があります。 
 ・児童虐待予防に関する業務 等 
３ 任用期間 
 令和５年４月１日～令和６年３月３１日（試用期間１か月） 
 ※育休代替職員のため、育休期間により任用期間が変更となる場合があります。 
４ 勤務時間 
 週３０時間勤務（①８：３０～１７：１５②８：３０～１６：１５③９：３０～１７：１５の組み合
わせによるシフト制）、休憩６０分（ただし、業務の運営を考慮して、所属長が必要であ
ると認める場合は４５分）、残業あり 
５ 休日 
 土、日、祝、１２月２９日～１月３日 
 （週のうち①が３日＋②または③が１日で、実質週４日勤務） 
６ 就業場所 
 草津市役所さわやか保健センター３階 
７ 最寄り駅 
 草津駅（就業場所まで徒歩１５分） 
８ マイカー通勤 
 可（駐車場はないので近隣で個々に契約（一部補助制度有）） 
９ 必要な経験・知識・技能等 
（下記以外の基準もあるので詳細はお問い合わせください。） 

児童福祉司任用資格を有する者 

医師・社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師 
保健師 助産師 看護師 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者 
社会福祉士となる資格を有する者 

精神保健福祉士となる資格を有する者 

保育士であって、指定施設において２年以上相談援助業務に従事した者であ
り、指定講習会の課程を修了した者 
社会福祉主事として２年以上児童福祉事業に従事した者 

社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が２年以上である者
であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの 
①社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間 
②児童相談所の所員として勤務した期間 

大学等で心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科（これらに相当する課
程）を修めて卒業した者で、１年以上相談援助業務に従事したもの 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第２１条第６項に規定する児童指
導員 

１０ 賃金形態等 
 月給１８０，８８１円（地域手当を含む）。時間外手当、通勤手当は実態に応じて支給 
 賞与あり 
１１ 昇給等 
 昇給なし、退職金なし 
１２ 保険年金等 
 雇用保険、公務災害補償、健康保険、厚生年金に加入 
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